
亀 山 市 告 示 第 １ １ ５ 号  

 個 人 事 業 者 向 け 亀 山 版 持 続 化 給 付 金 交 付 要 綱 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ９ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

   個 人 事 業 者 向 け 亀 山 版 持 続 化 給 付 金 交 付 要 綱  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 告 示 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 （ 新 型 イ ン フ ル エ

ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 ２ ４ 年 法 律 第 ３ １ 号 ） 附 則 第 １ 条 の

２ 第 １ 項 に 規 定 す る 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） の 感 染 拡 大 に よ り 大 き な 影 響 を 受 け て い る 市 内 の 個 人 事 業

者 （ フ リ ー ラ ン ス を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 し て 、 事 業 全 般 に 広

く 使 え る 給 付 金 を 交 付 す る こ と に よ り 、 事 業 の 継 続 を 下 支 え す る

こ と を 目 的 と す る 。  

（ 給 付 金 の 名 称 ）  

第 ２ 条  こ の 告 示 に よ り 交 付 す る 給 付 金 は 、 個 人 事 業 者 向 け 亀 山 版

持 続 化 給 付 金 （ 以 下 「 給 付 金 」 と い う 。 ） と い う 。  

（ 給 付 金 の 交 付 対 象 者 ）  

第 ３ 条  給 付 金 の 交 付 の 対 象 者 （ 以 下 「 交 付 対 象 者 」 と い う 。 ） は 、  

次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 個 人 事 業 者 及 び こ れ ら に 準 ず る 個

人 事 業 者 と し て 市 長 が 特 に 認 め る も の と す る 。  

（ １ ） 市 内 に 住 所 を 有 し て い る こ と 。  

（ ２ ） 令 和 元 年 以 前 か ら 特 定 の 事 業 に よ る 継 続 し た 事 業 収 入 （ 確 定

申 告 書 （ 所 得 税 法 （ 昭 和 ４ ０ 年 法 律 第 ３ ３ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 第

３ ７ 号 に 規 定 す る 確 定 申 告 書 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 第 一 表 の 収

入 金 額 等 の 事 業 の 欄 に 記 載 さ れ る も の と 同 様 と し 、 令 和 元 年 の

年 間 事 業 収 入 は 当 該 欄 に 記 載 さ れ る 金 額 を 用 い る こ と と す る 。

た だ し 、 課 税 特 例 措 置 等 に よ り 、 当 該 金 額 と 所 得 税 青 色 申 告 決

算 書 の 売 上 （ 収 入 ） 金 額 の 欄 又 は 収 支 内 訳 書 の 収 入 金 額 の 欄 の

金 額 が 異 な る 場 合 は 、 売 上 （ 収 入 ） 金 額 の 欄 又 は 収 支 内 訳 書 の



収 入 金 額 の 欄 の 金 額 を 用 い る こ と が で き る 。 以 下 同 じ 。 ） を 得

て お り 、 今 後 も 当 該 事 業 を 継 続 す る 意 思 が あ る こ と 。  

（ ３ ） 令 和 ２ 年 １ 月 以 降 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 拡 大 の

影 響 に よ り 前 年 同 月 比 で 事 業 収 入 が ３ ０ パ ー セ ン ト 以 上 ５ ０ パ

ー セ ン ト 未 満 減 少 し た 月 が 存 在 す る こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、

令 和 ２ 年 １ 月 か ら 申 請 を 行 う 日 の 属 す る 月 の 前 月 ま で の 間 に お

け る 前 年 同 月 比 で 事 業 収 入 が ３ ０ パ ー セ ン ト 以 上 ５ ０ パ ー セ ン

ト 未 満 減 少 し た 月 の う ち で 申 請 者 が 任 意 に 選 択 し た 月 を 対 象 月

と す る も の と し 、 対 象 月 の 事 業 収 入 に つ い て は 、 新 型 コ ロ ナ ウ

イ ル ス 感 染 症 対 策 と し て 国 又 は 地 方 公 共 団 体 か ら 交 付 さ れ る 給

付 金 等 の 現 金 給 付 を 除 い て 算 出 す る こ と が で き る 。  

（ ４ ） 対 象 月 の 属 す る 年 の 前 の 年 分 の 年 間 事 業 収 入 か ら 対 象 月 の 月

間 事 業 収 入 に １ ２ を 乗 じ て 得 た 額 を 差 し 引 い た 額 が 、 １ ０ 万 円

以 上 で あ る こ と 。  

２  青 色 申 告 を 行 っ て い る 者 の 前 項 第 ３ 号 の 適 用 に つ い て は 、 前 年

同 月 の 事 業 収 入 は 、 所 得 税 青 色 申 告 決 算 書 の 月 別 売 上 （ 収 入 ） 金  

額 及 び 仕 入 金 額 の 欄 の 売 上 （ 収 入 ） 金 額 の 額 を 用 い る も の と す る 。  

３  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 の 第 １ 項 第 ３ 号 の 適 用 に つ い

て は 、 令 和 元 年 の 月 平 均 の 事 業 収 入 と 対 象 月 の 月 間 事 業 収 入 を 比

較 す る も の と す る 。  

（ １ ） 白 色 申 告 を 行 っ て い る 者  

（ ２ ） 青 色 申 告 を 行 っ て い る 者 で 、 次 の ア か ら ウ ま で の い ず れ か に

該 当 す る も の  

ア  所 得 税 青 色 申 告 決 算 書 を 提 出 し な い こ と を 選 択 し た 者  

イ  所 得 税 青 色 申 告 決 算 書 に 月 間 事 業 収 入 の 記 載 が な い 又 は 記

載 の 必 要 が な い 者  

ウ  相 当 の 事 由 に よ り 所 得 税 青 色 申 告 決 算 書 を 提 出 で き な い 者  

（ ３ ） 確 定 申 告 書 に 所 得 税 青 色 申 告 決 算 書 （ 農 業 所 得 用 ） を 添 付 し

た 者  

４  第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者

に 対 し て は 、 給 付 金 を 交 付 し な い 。  



（ １ ） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３

年 法 律 第 １ ２ ２ 号 ） に 規 定 す る 性 風 俗 関 連 特 殊 営 業 又 は こ れ に

係 る 接 客 業 務 受 託 営 業 を 行 う 事 業 者  

（ ２ ） 業 と し て 宗 教 上 の 行 為 を 行 う 事 業 者  

（ ３ ） 前 各 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 市 長 が 給 付 金 の 交 付 対 象 者 と し て

適 切 で な い と 認 め る 者  

（ 給 付 金 の 額 ）  

第 ４ 条   給 付 金 の 額 は 、 １ ０ 万 円 と す る 。  

（ 給 付 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ５ 条   申 請 者 は 令 和 ３ 年 １ 月 １ ５ 日 ま で に 、 個 人 事 業 者 向 け 亀 山

版 持 続 化 給 付 金 交 付 申 請 書 （ 別 記 様 式 ） に よ り 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

２  申 請 者 は 、 前 項 の 申 請 に 際 し 、 次 に 掲 げ る 書 類 （ 以 下 「 証 拠 書

類 等 」 と い う 。 ） を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

（ １ ） 青 色 申 告 を 行 っ て い る 者 （ 青 色 申 告 決 算 書 の 控 え を 提 出 し な

い こ と を 選 択 し た 者 を 除 く 。 ） に あ っ て は 令 和 元 年 分 の 確 定 申

告 書 第 一 表 の 控 え 及 び 所 得 税 青 色 申 告 決 算 書 の 控 え 、 白 色 申 告

を 行 っ て い る 者 及 び 青 色 申 告 を 行 っ て い る 者 で 青 色 申 告 決 算 書

の 控 え を 提 出 し な い こ と を 選 択 し た 者 に あ っ て は 令 和 元 年 分 の

確 定 申 告 書 第 一 表 の 控 え  

（ ２ ） 対 象 月 の 月 間 事 業 収 入 が 分 か る 書 類  

（ ３ ） 振 込 先 口 座 （ 申 請 者 本 人 名 義 の 口 座 に 限 る 。 ） の 通 帳 の 写 し  

（ ４ ） 本 人 確 認 書 類  

（ ５ ） 誓 約 書  

（ ６ ） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

３  前 項 第 １ 号 の 確 定 申 告 書 第 一 表 の 控 え は 、 収 受 日 付 印 の 押 印 （  

税 務 署 に お い て ｅ － Ｔ ａ ｘ に よ り 申 告 し た 場 合 は 、 受 付 日 の 印 字 ）  

が あ る も の に 限 る 。 た だ し 、 税 務 署 以 外 に お い て ｅ － Ｔ ａ ｘ に よ

り 申 告 し た 場 合 は 、 こ れ ら に 代 え 、 当 該 確 定 申 告 書 第 一 表 の 控 え

に 受 信 通 知 を 添 付 す る も の と す る 。  

４  前 項 に 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 収 受 日 付 印 の 押 印 、 受 付 日 の



印 字 又 は 受 信 通 知 の 添 付 （ 以 下 「 収 受 日 付 印 等 」 と い う 。 ） の い

ず れ も 存 在 し な い 場 合 は 、 提 出 が 必 要 な 確 定 申 告 関 係 書 類 （ 第 ２

項 第 １ 号 に 掲 げ る 書 類 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と 同 じ 年 分 の 納 税 証

明 書 （ そ の ２ ） （ 事 業 所 得 金 額 の 記 載 の あ る も の に 限 る 。 ） を 提

出 す る こ と に よ り 、 収 受 日 付 印 等 の な い 確 定 申 告 関 係 書 類 を 、 有

効 な 確 定 申 告 関 係 書 類 と す る こ と が で き る 。  

５  第 ２ 項 第 ２ 号 の 対 象 月 の 月 間 事 業 収 入 が 分 か る 書 類 は 、 売 上 台

帳 、 帳 面 そ の 他 の 令 和 ２ 年 分 の 確 定 申 告 の 基 礎 と な る 書 類 を 原 則

と す る 。 た だ し 、 当 該 書 類 を 提 出 で き な い こ と に つ い て 相 当 の 事

由 が あ る 場 合 に は 、 対 象 月 の 月 間 事 業 収 入 を 記 載 し た 他 の 書 類 に

よ る こ と も 可 能 と す る 。  

６  第 ２ 項 第 ３ 号 の 通 帳 の 写 し は 、 第 ７ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 、

市 長 が 口 座 振 替 の 方 法 に よ り 難 い と 認 め る 場 合 に お い て は 不 要 と

す る 。  

７  第 ２ 項 第 ４ 号 の 本 人 確 認 書 類 は 、 住 所 、 氏 名 及 び 顔 写 真 が 明 瞭

に 判 別 で き る 次 に 掲 げ る い ず れ か の 写 し （ 記 載 さ れ た 住 所 が 申 請

時 に 登 録 す る 住 所 と 同 一 の も の に 限 る 。 ） で 、 申 請 を 行 う 日 に お

い て 有 効 で あ る （ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 拡 大 に 伴 い 更  

新 期 限 の 猶 予 等 の 措 置 が 取 ら れ て い る も の は 、 こ の 限 り で な い 。 ）  

も の と す る 。  

（ １ ） 運 転 免 許 証 （ 返 納 し て い る 場 合 は 、 運 転 経 歴 証 明 書 ） （ 両 面 ）  

（ ２ ） 個 人 番 号 カ ー ド （ 表 面 の み ）  

（ ３ ） 写 真 付 き の 住 民 基 本 台 帳 カ ー ド （ 表 面 の み ）  

（ ４ ） 在 留 カ ー ド 、 特 別 永 住 者 証 明 書 及 び 外 国 人 登 録 証 明 書 （ 在 留

の 資 格 が 特 別 永 住 者 の も の に 限 る 。 ） （ 両 面 ）  

（ ５ ） 前 各 号 に 掲 げ る も の を 保 有 し て い な い 場 合 に 限 り 、 住 民 票 の

控 え 及 び 次 の ア 又 は イ の い ず れ か  

ア  パ ス ポ ー ト （ 顔 写 真 の 掲 載 さ れ て い る ペ ー ジ ）  

イ  各 種 健 康 保 険 証 （ 両 面 ）  

（ 給 付 金 の 交 付 決 定 ）  

第 ６ 条   市 長 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 速



や か に 内 容 を 審 査 し 、 給 付 金 の 交 付 の 可 否 を 決 定 す る も の と し 、

交 付 を 決 定 し た と き は 、 当 該 申 請 者 に 対 し 、 給 付 金 を 交 付 す る 。  

（ 給 付 金 の 交 付 ）  

第 ７ 条   給 付 金 の 交 付 は 、 口 座 振 替 の 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。

た だ し 、 市 長 が 口 座 振 替 の 方 法 に よ り 難 い と 認 め る 場 合 は 、 こ の

限 り で な い 。  

（ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 給 付 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た

者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 給 付 金 の 交 付 の 決 定

を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

（ １ ） 虚 偽 の 申 請 に よ り 給 付 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た と き 。  

（ ２ ） こ の 告 示 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

（ ３ ） 前 ２ 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 市 長 が 交 付 対 象 者 と し て 適 当 で

な い と 認 め た と き 。  

（ 給 付 金 の 返 還 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 給 付 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し

た と き は 、 当 該 交 付 し た 給 付 金 の 全 部 又 は 一 部 を 返 還 さ せ る も の  

と す る 。 た だ し 、 や む を 得 な い 事 情 が あ る と 市 長 が 認 め る 場 合 は 、  

こ の 限 り で な い 。  

（ 受 給 権 の 譲 渡 又 は 担 保 の 禁 止 ）  

第 １ ０ 条  給 付 金 の 交 付 を 受 け る 権 利 は 、 譲 り 渡 し 、 又 は 担 保 に 供

し て は な ら な い 。  

（ 証 拠 書 類 等 の 特 例 等 ）  

第 １ １ 条  第 ５ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 書 類 に つ い て は 、 令 和 元 年

分 の 確 定 申 告 の 義 務 が な い 場 合 又 は そ の 他 相 当 の 事 由 に よ り 提 出

で き な い 場 合 は 、 令 和 元 年 分 の 住 民 税 の 申 告 書 類 の 控 え で 、 代 替

す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 「 確 定 申 告 期 限 の 柔 軟 な 取 扱 い に つ

い て 」 （ 令 和 ２ 年 ４ 月 ６ 日 国 税 庁 ） に 基 づ き 令 和 元 年 分 の 確 定 申

告 が 完 了 し て い な い 場 合 、 住 民 税 の 申 告 期 限 が 猶 予 さ れ て お り 当

該 申 告 が 完 了 し て い な い 場 合 又 は そ の 他 相 当 の 事 由 に よ り 提 出 で



き な い 場 合 は 、 平 成 ３ ０ 年 分 の 確 定 申 告 書 等 の 控 え 又 は 平 成 ３ ０

年 分 の 住 民 税 の 申 告 書 類 の 控 え で 代 替 す る こ と が で き る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別

に 定 め る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 



別記様式（第５条関係） 

年    月    日 

 

亀山市長  様 

（申請者） 

住所 

氏名                                    ㊞ 

 

個人事業者向け亀山版持続化給付金交付申請書 

 

個人事業者向け亀山版持続化給付金交付要綱第５条の規定により、給付金の交付を申

請します。 

 

１  基本情報 

屋 号 ・ 雅 号  

業   種 大分類（                 ）中分類（                 ） 

開 業 日               年    月    日 

申 請 者 住 所 
〒 
亀山市 

生 年 月 日         年    月    日 

連 絡 先  

対 象 月 年    月 

    年 の 
事 業 収 入 

                          円 

対 象 月 の 
月間事業収入 

                          円 

   年の対象月と
同月の月間事業収入 

                          円 

前 年 同 月 比 
事業収入減少率 

                          ％ 

 

２  支給金の振込口座 

ゆうちょ銀行 
通帳記号  

通帳番号  

ゆうちょ銀行以外 

金融機関名  

支店名  

種別 １．普通    ２．当座 

口座番号  

口座名義（フリガナ）  

口座名義  



 

 

 

３   添付書類  

（１）青色申告を行っている者（青色申告決算書の控えを提出しないことを

選択した者を除く。）にあっては令和元年分の確定申告書第一表の控え

及び所得税青色申告決算書の控え、白色申告を行っている者及び青色申

告を行っている者で青色申告決算書の控えを提出しないことを選択した

者にあっては令和元年分の確定申告書第一表の控え 

（２）対象月の月間事業収入が分かる書類 

（３）振込先口座（申請者本人名義の口座に限る。）の通帳の写し 

（４）本人確認書類 

（５）誓約書 

（６）その他市長が必要と認める書類 

 


